
第８期施設整備計画の変更について 

 

小規模多機能型居宅介護は、在宅生活が継続できるよう支援するものですので、今後増加する

ことが見込まれている高齢者及び要介護認定者にとって必要な施設と考えます。第 8 期計画では

小規模多機能型居宅介護を公募により事業者選定し令和４年度に整備を実施する計画としており

ましたが、今年度実施した公募に応募事業者が無かったため、整備年度を令和 5 年度に変更する

こととしたい。 

 また、地域密着デイサービスについては、令和３年度の整備を目指し、令和３年度の公募にて、

事業者の選定を終えておりましたが、コロナ禍による利用控えと人材確保ができなかったことに

より、選定事業所より、このたび辞退届が提出されました。 

 ついては、整備年度を変更の上、再公募を行うことも検討しましたが、コロナ禍により利用が

減少しているという声も寄せられていることから、一旦整備を見直し、利用状況の推移を見守る

こととしたい。 

 

○居宅サービス 

 

変更前  

 

施設種類 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

小規模多機能型
居宅介護 

施設数  1  

定員数  29  

地域密着型 
通所介護 

施設数 1   

定員数 18   
 
  
                   
  

変更後 
 

施設種類 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

小規模多機能型
居宅介護 

施設数   1 

定員数   29 

地域密着型 
通所介護 

施設数    

定員数    
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